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一

意法に｢自衛隊を明記する｣ 是か非か ?
これからの日本の安全と安心を共に考えよう!

安倍総理の｢ 自衛隊明記｣ 発言で俄然本格化した憲法論議｡ あなたは憲法への｢ 自衛隊明記｣
に賛成? それとも反対?
しか しその前に､ 北朝鮮による度重なる核開発や弾道ミサイルの発射実験｡ 中国公船に
よる尖閣諸島 へ の執拗な領海侵犯 ｡ 北朝鮮のミサイルが宮城県に飛んできたらどうするの ?
中国民兵が尖閣諸島に上陸したらどうなるの ? 田本の安全は本当に大丈夫なの ?
日本の平和と安全を本気で考えてみません力㌔ そ して ､ 憲法 へ の｢ 自衛隊明記｣ が本当に
必要か必要でないか共に考えてみましょう｡ 今､ 時の人 ｡ 話題のキ ー

マ ンお二人にお越し
頂き

"

核心の話
"

を伺います｡ 皆様ぜひご参加ください ｡

親 イシヤクス/
元陸上自衛官 ･ 陸将

用田和仁(もちだかずひと) 氏
昭和2 7 年福岡県生まれ｡
防衛大 学校 第 1 9 期生
陸上自衛 隊隊幹部学
米国陸軍戦略大学留学
自衛 隊第 7 2 戦車連 隊長
自衛 隊東 京地方 連絡部長
統合幕僚監 部運用部長
第 7 師団長
西 部方 面総監 (最終 補職)
退職時の 階級は ｢ 陸将｣
三菱重 工 業㈱顧 問
日本安全 保 障戦略研 究所

上 席研究員

『日本 と中国､ もし戦わば』

今年5 / 8 に S B 新書か ら 出
版 ｡ 日 中有事 ､ 尖 閣戦争を見据
え ､ 中国の 野望を阻止するため
の ｢ 新 ･ 日本防衛論｣ を執筆者の
一

人 と して展開 ｡ 話題を集める ｡

尖閣有事に勝利の シナ
リオはあるのか !
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日本政策研究セ ンタ ー 代表

伊藤哲夫(いとうて つ お) 氏
昭和2 2 年新潟県生まれ｡
新潟 大学卒｡ 国会議員政
策 ス タ ッ フ を経 て ､ 昭和
5 9 年 ､ 日本政策研究セ ン
タ

ー を設立 ｡ 所長 を経て ､

平成 2 0 年 より現職 ｡
政策 立案 ･ 政策提 言に携
わる か たわら､ 日本政策
研究 セ ン タ ー

の オ ピ ニ オ

ン誌 『明日 へ の 選択』 を
中心 に政治評論 の 執筆｡
お よび講演活動を展開｡

『これがわれらの憲法改正提案だ』

今年5 / 3 に 日 本政策研究
セ ン タ ー か ら出版 ｡ 安倍総理
の憲法発言の 発信源 として ､
朝日 新聞 ､ 毎日 新聞 ､ 赤旗が
揃 っ て 取り上げ話題を集める ｡

憲法改正のシナリオは
あるのか !

. と き 9 月 9 El (土) 午後 偶 40 分 ～ 4 時40 分
■ところ せ んだいメ ディ ア テ ー ク

7 階 Ⅰ

ス タジオシア タ ー

地 下鉄南北線勾当台公 園駅 徒歩6 分

■参加費
一

般1 ,0 0 0 円 ･ 学生無料(学生証をご提示 下さい)
■主 催 宮城ビジョンの会 T E L O 2 2(2 8 5)3 3 8 3(事務局)
■共 催 宮城県隊友会

自民党宮城県連憲法改正 推進本部
美しい 日本の憲法をつくる宮城県民の 会

■後 援 産経新聞社東北総局



憲法にr自衛隊を明記するにとによって
何が変わるの?

異常事態が無くなります!

今の憲法には自 記されて いません ｡ 第9 条 2 項には｢戦力 の不保持｣ ｢交戦権 の否言凱 だけが

書かれて い ます｡ そ の ために､ 自衛隊は政府解釈で軍 隊で はなく｢ 自衛 のた めの 必要最小限 の実力組織｣ とさ

れている ので す｡ つ まり ､ 法的には自衛隊は軍隊でもなく警察で もない ､ 極めて 曖昧な存在になっ て い る と

い うこ とで す｡ だか ら､ 国民 の 9 割以 上が自衛隊の存在を支持 して いる の に､ 憲法学者の 6 割以上 が自衛隊
を憲法違反 とする異常事態が起きてい ます｡

★自衛隊 の 存在を憲法 に明記す る こ とに よ っ て 自衛隊の｢ 法的根拠｣ が 明確に なります ｡

受､J
l
リ J ′ T ′ ヽ J 〕 ⊂:::こ⊃ コ 〈 J 一 ､ ヽ

■ 一
= = ′ / U 十

′ ヽ
-
′ -

+ ノ l
〉 - ′ l ) 〉 ′

･- J ｢
〉 - ′ ′

L :J
ヽ
′■･

-
■ - リ ノ つ ~ ′ ヽ-

･･
･

･
･

･
･

･･
ヽ

･
- 】■ ■ ' ■-

･･･
･

･
･一一 -

一
一′
ヽ

際紛争の平和的解決｣ や｢ 侵略戦争の否認｣ などの平和条項が設定されて いるこ とが分か り
西修先生が世界の1 8 9 カ 国の 憲法を調べた と ころ ､ 1 5 9 カ 国( 8 4 % ) の 憲法に｢ 園

ました ｡ と同時に ､

世界各国 の憲法には ､ ｢ 平和条項｣ と共 に｢ 国防条項｣ が明記 されて いるの です｡ 平 和条項と国防条項がセ ッ ト

であるこ とは憲法の 国際標準 とな っ てい ます ｡ 平和 を維持するために ､ 軍隊などの安全保障装置を憲法に規

定する こ とは世界 の憲法で は当たり前の こ となのです｡
★自衛隊の存在を憲法 に 明記す る こ とに よ っ て 日本の 憲法も｢ 国際標準｣ となります｡

異 常事態 ･

その 3

自衛隊を憲法違反 とする立 場か ら､ これまで も｢恵庭( えにわ) 事件訴訟｣ ､ ｢ 長沼ナイキ基地訴訟｣ ､ ｢ 百里基
地訴訟｣ など ､ 自衛隊を憲法違反 と して訴える裁判が起きてい ます｡
･ 恵庭( え にわ) 事件訴訟
1 9 6 2 年( 昭和 3 7) 北海道石 狩支庁恵庭町 の 陸上自衛 隊島松演習場そ ばの 牧場経営者が ､ 演習 に伴う騒音 に抗

議 し､ 通信連絡線 を切断 した刑事事件 ｡ 自衛隊法第 1 2 1 条違反 に問われたが ､ 自衛 隊法が 日本 国憲法第 9 条に

照ら し合わ せ て合憲か違憲かが争点 となっ た裁判 ｡
･ 長沼ナ イ キ基地訴訟
1 9 6 9 年( 昭和 4 4) 北海道夕張郡長沼 町 に航空自衛隊の ｢ ナ イ キ地対空ミサ イ ル基地｣ を建設す るた め ､ 農林大

臣が森林法に基 づき 国有保安林の 指定を解除｡ こ れ に対 し､ 反対住民 が基地に 公益性 は なく ｢ 自衛隊は違憲 ､

保安林解除は違法｣ と主張 して 処分の 取り消 しを求めて 訴訟を起 こ した ｡ 自衛隊 の 合憲性が 問わ れた裁判｡
･ 百里基地訴訟
1 9 7 7 年( 昭和 5 2) 茨城県小川町( 現小美 玉市) に航空自衛隊の 百里 基地を設置す る際､ 基地建設予定地を所有
して い た住民が ､

建設反対派 の住民 に売 っ た土地の 契約を解除 して 防衛庁( 現防衛省) に土地を売 っ た｡
こ の こ

と で 土地所有権の 帰属に 関連 し､ 自衛隊の合憲性 が争 点とな っ た裁判 ｡

★ 自衛隊の存在を憲法に 明記する こ とに よ っ て これ らの ｢ 自衛隊違憲訴訟｣ は無く なります ｡

昨年6 / 2 6 の N H K 番組で共産党の 藤野保史政策委員長( 当時) が､ 防衛予算を｢人殺 し予算｣ と発言 し問題
となりま した(後日撤回) ｡ 実は地方議会でも共産党議員が自衛隊を言非譲中傷 して い ます ｡ 昨年3 / 1 7 の 西

東京市議会で保谷 清子市議が｢(自衛官は) 戦場に行 っ て人 を殺 し殺される とい う役割を担 っ て いる人 たちだ｣
と発言 ｡

一 昨年1 2 / 1 8 の 埼玉県上尾市議会で は平田 通子市議が｢(陸上自衛隊工科学校は) 人 を殺す練習 を

して い る学校｣ と発言(後日撤回) ｡ 今年 3 / 9 宮古島の 石嶺香織市議が自身のフ ェ イス ブ ッ クに｢(米海兵隊か

ら訓練を受けた) 陸上自衛隊が宮古島に来た ら､ 米軍が来なくて も絶対に婦女暴行事件が起こ る｣ と投稿 しま

した(後日撤回) ｡ こ れらは最近2 年ほ どの 間に起 こ っ た事例で あり議事録などで 確認で きるも の に限っ たケ
ー

ス です｡ こ の よ うに ､ 自衛隊は憲法に明記されてい ないが故に ､ 国会議員や地方議員か らも言われ無き誹

話中傷を受けて い る のです｡
★自衛隊の 存在 を憲法 に 明記す る こ とに よ っ て 言われ無き｢誹譲中傷｣ はで きなくなります ｡

い る中学校 の公民教科書には自衛隊がどの よ うに書かれてい

る と思いますか ? 宮城県は1 0 0 % 東京書籍ですが､ そこには｢ 政府は､ (主権
国家に は自衛権があり) 憲法は 『自衛 のための 必要最小限の実力』 を持つ こ と
は禁止 して いない と説明 して い ます｡ 一 方で ､ 自衛隊は憲法第九条の 考え方に

反 して いる ので はないか とい う意見 もあります｣ と両論併記 して います｡ 公民
教科書会社7 社の 内実に6 社が自衛隊を両論併記 して いるの です｡ こんな曖昧
な存在と して学んだ子供達が､ 自衛隊を日本に必要な存在と思うで しょ うか ?

★自衛隊の存在 を憲法 に 明記す る こ とに よ っ て教科書 へ の ｢両論併記｣
が無くなります ｡




